
も
即
し
て
お
り
、
二
重
議
決
に
は
な
ら
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
あ
り

ま
し
た
。

　
質
疑
は
、
こ
の
ほ
か
広
範
多
岐
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
局
し
、
直
ち
に
採
決
に
入
り
、
採
決
の
結
果
、
昭
和
五

十
九
年
度
暫
定
予
算
三
案
は
、
い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
算
委
員
会

予
備
費
等
承
諾
を
求
め
る
の
件
（
一
〇
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

五
八
、
一
二
、
二
六

　
五
九
、
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
八
、
一
二
、
二
六

　
　
（
予
）

　
五
九
、
六
、
二
五

承
　
　
諾

五
九
、
六
、
二
七

承
　
　
諾

五
八
、
一
二
、
二
八

五
九
、
五
、
九

承
　
　
諾

　
五
九
、
五
、
一
〇

承
　
　
諾

昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）

一
二
、
二
六

　
　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

一
二
、
二
六

（
予
）

　
　
六
、
二
五

承
　
　
諾

　
　
六
、
二
七

承
　
　
諾

一
二
、
二
八

　
　
五
、
九

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
〇

承
　
　
諾

昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基

づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額

調
書
（
そ
の
２
）

一
二
、
二
六

　
　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

一
二
、
二
六

（
予
）

　
　
　
六
、
二
五

承
　
　
諾

　
　
六
、
二
七

承
　
　
諾

一
二
、
二
八

　
　
五
、
九

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
〇

承
　
　
諾

昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書

一
二
、
二
六

　
　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

一
二
、
二
六

（
予
）

　
　
六
、
二
五

承
　
　
諾

　
　
六
、
二
七

承
　
　
諾

一
二
、
二
八

　
　
五
、
九

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
〇

承
　
　
諾



昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書

一
二
、
二
六

　
　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

一
二
、
二
六

（
予
）

　
　
六
、
二
五

承
　
　
諾

　
　
六
、
二
七

承
　
　
諾

一
二
、
二
八

　
　
五
、
九

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
〇

承
　
　
諾

昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基

づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額

調
書

一
二
、
二
六

　
　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

一
二
、
二
六

（
予
）

　
　
　
六
、
二
五

承
　
　
諾

　
　
六
、
二
七

承
　
　
諾

一
二
、
二
八

　
　
五
、
九

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
〇

承
　
　
諾

昭
和
五
十
八
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
１
）

五
九
、
二
、
二
八

五
九
、
二
、
二
八

　
　
　
　
（
予
）

五
九
、
二
、
二
八

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び

各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
1
）

二
、
二
八

二
、
二
八

（
予
）

二
、
二
八

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
八
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基

づ
く
経
費
増
額
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額

調
書
（
そ
の
１
）

二
、
二
八

二
、
二
八

（
予
）

二
、
二
八

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
六
年
度
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ

に
関
す
る
調
書

五
八
、
一
二
、
二
六

　
　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
八
、
一
二
、
二
六

　
　
　
（
予
）

　
　
六
、
二
五

承
　
　
諾

　
　
六
、
二
七

承
　
　
諾

五
八
、
一
二
、
二
八

　
　
　
五
、
九

承
　
　
諾

　
　
五
、
一
〇

承
　
　
諾

決
算
そ
の
他
（
七
件
）

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
六
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

六
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
六
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

　
　
　
　
　
五
七
、
一
二
、
二
八

（
第
九
十
八
回
国
会
）

五
八
、
一
二
、
二
六　

五
九
、
七
、
九

議
　
　
決

五
九
、
七
、
一
一

議
　
　
決

五
八
、
一
二
、
二
八

継
　
続
　
審
　
査



件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
月
　
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
　
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負
担
行
為
総

調
書
（
そ
の
２
）

　
　
　
　
五
七
、
一
二
、
二
八

（
第
九
十
八
回
国
会
）

五
八
、
一
二
、
二
六

　
五
九
、
六
、
二
五

議
　
　
決

五
九
、
六
、
二
七

議
　
　
決

五
八
、
一
二
、
二
八

五
九
、
五
、
九

議
　
　
決

　
五
九
、
五
、
一
〇

議
　
　
決

昭
和
五
十
六
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

　
　
　
　
　
五
八
、
　
一
、
二
八

（
第
九
十
八
回
国
会
）

一
二
、
二
六

　
　
七
、
九

議
　
　
決

　
　
七
、
一
一

議
　
　
決

一
二
、
二
八

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
六
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

　
　
　
　
　
　
　
一
、
二
八

（
第
九
十
八
回
国
会
）

一
二
、
二
六

　
　
七
、
九

議
　
　
決

　
　
七
、
一
一

議
　
　
決

一
二
、
二
八

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和

五
十
七
年
度
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十

七
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払
計
算
書
、
昭
和

五
十
七
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

一
二
、
二
六

五
九
、
六
、
二
七

継
　
続
　
審
　
査

五
九
、
七
、
三
一

継
　
続
　
審
　
査

五
九
、
六
、
二
七
本
会
議
で
大

蔵
大
臣
の
報
告
を
聴
取

し
た
。

昭
和
五
十
七
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計

算
書

五
九
、
　
一
、
三
一

一
、
三
一

継
　
続
　
審
　
査

一
、
三
一

継
　
続
　
審
　
査

昭
和
五
十
七
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算

書

一
、
三
一

一
、
三
一

継
　
続
　
審
　
査

一
、
三
一

継
　
続
　
審
　
査



昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書
（
そ
の
２
）

昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書
（
そ
の
２
）

昭
和
五
十
六
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費
増
額

総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書
（
そ
の
２
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
一
二
、
二
六
　
内
閣
提
出

五
九
、
　
五
、
一
〇
　
衆
承
諾

　
　
　
　
六
、
二
七
　
参
承
諾

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備

　
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）
外
五
件

　
の
予
備
費
関
係
、
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組

　
入
れ
に
関
す
る
調
書
及
び
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負

　
担
行
為
総
調
書
（
そ
の
２
）
、
以
上
八
件
に
つ
き
ま
し
て
、
決
算
委

　
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
御
報
告
を
申
し
上

　
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
予
備
費
関
係
六
件
は
、
財
政
法
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
の

事
後
承
諾
を
求
め
る
た
め
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の

内
容
は
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
か
ら
同
五
十
八
年
三
月
ま
で
の
間
に

お
い
て
使
用
ま
た
は
増
額
の
決
定
が
な
さ
れ
た
一
般
会
計
、
特
別
会

計
の
予
備
費
関
係
経
費
で
あ
り
、
主
要
な
項
目
と
し
て
、
災
害
復
旧

事
業
、
退
職
手
当
の
不
足
補
て
ん
、
総
理
大
臣
の
外
国
訪
問
、
国
民

健
康
保
険
事
業
に
対
す
る
国
庫
負
担
金
の
不
足
補
て
ん
、
ス
モ
ン
訴

訟
に
お
け
る
和
解
の
履
行
に
必
要
な
経
費
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

　
次
に
、
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に

関
す
る
調
書
は
、
同
年
度
に
お
け
る
一
般
会
計
の
歳
入
歳
出
の
決
算

上
生
じ
た
不
足
を
補
て
ん
す
る
た
め
、
決
算
調
整
資
金
か
ら
一
般
会

計
に
二
兆
四
千
九
百
四
十
八
億
円
余
を
組
み
入
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、

決
算
調
整
資
金
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
の
事
後
承
諾

を
求
め
る
た
め
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
次
に
、
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書

　
（
そ
の
２
）
は
、
昭
和
五
十
六
年
度
に
発
生
し
た
災
害
の
復
旧
事
業

の
実
施
が
同
五
十
七
年
度
に
及
ぶ
も
の
に
つ
い
て
、
同
五
十
六
年
度

に
お
い
て
そ
の
事
業
費
の
一
部
補
助
に
つ
い
て
債
務
負
担
行
為
を
行

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
財
政
法
の
規
定
に
基
づ
き
国
会
に
報
告
さ
れ



た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
八
件
を
一
括
し
て
審
査
を

い
た
し
ま
し
た
が
、
質
疑
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
会
議
録
に
よ
っ

て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
了
し
、
採
決
の
結
果
、
予
備
費
関
係
六
件
及
び
決
算
調

整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る
調
書
に
つ
き
ま
し
て
は
、
い

ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
承
諾
を
与
え
る
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ
、
ま

た
、
国
庫
債
務
負
担
行
為
一
件
に
つ
き
ま
し
て
は
全
会
一
致
を
も
っ

て
異
議
な
い
と
議
決
さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
五
十
七
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書

昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管

使
用
調
書

昭
和
五
十
七
年
度
特
別
会
計
予
算
総
則
第
十
一
条
に
基
づ
く
経
費
増
額

総
調
書
及
び
各
省
各
庁
所
管
経
費
増
額
調
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
い
ず
れ
も
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
一
二
、
二
六
　
内
閣
提
出

五
九
、
　
五
、
一
〇
　
衆
承
諾

　
　
　
　
六
、
二
七
　
参
承
諾

委
員
長
報
告

　
　
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）
外
二
件
の
委
員
長
報
告
参
照

昭
和
五
十
六
年
度
決
算
調
整
資
金
か
ら
の
歳
入
組
入
れ
に
関
す
る
調
書

（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
一
二
、
二
六
　
内
閣
提
出

五
九
、
　
五
、
一
〇
　
衆
承
諾

六
、
二
七
　
参
承
諾

委
員
長
報
告

　
　
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）
外
二
件
の
委
員
長
報
告
参
照



昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
六
年
度
特
別

会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
六
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資
金
受
払

計
算
書
、
昭
和
五
十
六
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書

九
十
八
回
国
会
　
五
七
、
一
二
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
五
八
、
　
四
、
二
七
　
本
会
議
報
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

九
十
九
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
審
査

百
　
　
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

百
　
一
回
国
会
　
五
九
、
　
七
、
一
一
　
議
決

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
外
二
件
に

　
つ
き
ま
し
て
、
決
算
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
に
つ

　
い
て
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
は
、
昭
和
五
十
七
年
十
二
月
二
十
八
日
国

　
会
に
提
出
さ
れ
、
同
五
十
八
年
四
月
二
十
七
日
当
委
員
会
に
付
託
と

　
な
り
、
ま
た
国
有
財
産
関
係
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
同
五
十
八
年

　
一
月
二
十
八
日
国
会
に
提
出
さ
れ
、
同
日
当
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま

　
し
た
。

　
当
委
員
会
で
は
、
こ
の
決
算
外
二
件
の
審
査
に
当
た
り
ま
し
て
は
、

国
会
の
議
決
し
た
予
算
が
法
規
に
基
づ
き
厳
正
か
つ
効
率
的
に
執
行

さ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
と
と
も
に
、
政
府
の
施
策
全

般
に
つ
い
て
広
く
国
民
的
視
野
か
ら
の
実
績
批
判
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
内
閣
に
よ
る
将
来
の
予
算
策
定
に
反
映
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

の
観
点
に
立
っ
て
審
査
を
行
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
間
、
審
査
の
た
め
に
委
員
会
を
開
く
こ
と
十
一
回
、
別
に
述

べ
る
よ
う
な
内
閣
に
対
す
る
警
告
に
か
か
わ
る
質
疑
の
ほ
か
、
外
交
、

防
衛
、
行
政
改
革
、
財
政
再
建
に
関
す
る
問
題
を
初
め
、
教
育
、
医

療
、
農
作
物
対
策
、
雇
用
問
題
な
ど
行
財
政
全
般
に
つ
い
て
熱
心
な

論
議
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御

承
知
願
い
ま
す
。

　
七
月
九
日
質
疑
を
終
了
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
。
議
決
案
の
第

一
は
本
件
決
算
の
是
認
、
第
二
は
内
閣
に
対
す
る
十
一
項
目
の
警
告

で
あ
り
ま
す
。

　
討
論
で
は
、
日
本
社
会
党
を
代
表
し
て
目
黒
理
事
、
公
明
党
・
国

民
会
議
を
代
表
し
て
服
部
理
事
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
佐
藤
委

員
、
民
社
党
・
国
民
連
合
を
代
表
し
て
柄
谷
委
員
、
ほ
か
に
木
本
委

員
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
本
件
決
算
は
是
認
で
き
な
い
が
、
内
閣
に
対
す

る
警
告
案
に
は
賛
成
で
あ
る
旨
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
自
由
民
主
党



・
自
由
国
民
会
議
を
代
表
し
て
平
井
理
事
よ
り
、
本
件
決
算
を
是
認

す
る
と
と
も
に
、
内
閣
に
対
す
る
警
告
案
に
も
賛
成
で
あ
る
旨
の
意

見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　
討
論
を
終
わ
り
、
議
決
案
を
採
決
の
結
果
、
本
件
決
算
は
多
数
を

も
っ
て
是
認
す
べ
き
も
の
と
議
決
さ
れ
、
次
い
で
内
閣
に
対
す
る
警

告
案
に
つ
い
て
は
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
警
告
す
べ
き
も
の
と
議
決

さ
れ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
内
閣
に
対
す
る
警
告
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

(1)

会
計
検
査
院
の
検
査
機
能
の
充
実
強
化
に
つ
い
て
は
、
本
院

の
要
請
を
受
け
、
政
府
は
当
面
の
実
行
可
能
な
措
置
を
講
じ
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
院
の
検
査
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、

今
後
と
も
同
院
の
行
う
検
査
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
目

的
が
十
分
達
せ
ら
れ
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

(2)

毎
年
度
、
決
算
検
査
報
告
に
お
い
て
、
国
の
財
政
処
理
に
か

か
わ
る
多
く
の
不
当
事
項
等
が
指
摘
さ
れ
、
本
院
で
も
、
常
に

そ
の
改
善
を
求
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
、

多
く
の
事
項
に
つ
い
て
指
摘
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ

る
。

　
政
府
は
、
予
算
の
原
資
が
主
と
し
て
国
民
の
税
金
で
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
執
行
を
一
層
厳
正
、
か
つ
、
効
率
的
に

行
い
、
い
や
し
く
も
違
法
、
不
当
の
指
摘
を
受
け
る
こ
と
の
な

い
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(3)

民
法
に
基
づ
き
、
主
務
官
庁
の
許
可
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
る

公
益
法
人
の
中
に
は
、
財
産
の
運
用
あ
る
い
は
収
益
事
業
の
実

施
に
際
し
、
法
人
設
立
の
趣
意
に
反
す
る
と
み
ら
れ
る
事
態
が

生
じ
て
い
る
こ
と
は
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
法
人
設
立
の
許
可
に
際
し
て
は
、
そ
の
適
格
性
等

に
つ
い
て
十
分
調
査
し
、
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、

既
設
の
法
人
に
つ
い
て
も
、
そ
の
活
動
の
状
況
に
常
に
留
意
し
、

真
に
公
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
指
導
監
督
に

努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(4)

来
る
昭
和
六
十
年
に
「
国
連
婦
人
の
十
年
」
の
最
終
年
を
迎

え
る
に
あ
た
り
、
婦
人
差
別
撤
廃
条
約
の
批
准
に
向
け
て
、
国

内
法
制
等
諸
条
件
の
整
備
を
可
及
的
速
か
や
に
実
現
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　
政
府
は
、
雇
用
に
お
け
る
男
女
の
機
会
均
等
及
び
待
遇
の
平

等
、
男
女
同
一
の
教
育
課
程
の
確
保
等
を
一
層
促
進
し
、
真
の

男
女
平
等
の
早
期
実
現
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(5)

貸
金
業
規
制
二
法
が
施
行
さ
れ
て
半
年
余
を
経
過
し
た
が
、

サ
ラ
金
苦
に
よ
る
自
殺
、
家
出
、
犯
罪
は
後
を
絶
た
ず
、
加
え



て
自
己
破
産
申
立
て
件
数
が
急
増
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
深

刻
な
事
態
が
続
い
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

　
政
府
は
、
こ
の
種
金
融
の
健
全
化
を
図
る
た
め
、
関
係
法
律

の
厳
正
な
運
用
を
行
う
ほ
か
、
金
利
の
引
下
げ
、
金
融
機
関

等
か
ら
貸
金
業
者
等
へ
の
融
資
の
抑
制
に
つ
い
て
一
層
指
導
を

強
め
る
と
と
も
に
、
都
市
銀
行
等
一
般
金
融
機
関
が
、
消
費
者

金
融
に
積
極
的
に
取
り
組
め
る
環
境
を
作
る
な
ど
、
利
用
者
の

保
護
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

(6)

東
京
医
科
歯
科
大
学
医
学
部
の
教
授
選
考
の
際
に
、
選
考
委

員
で
あ
る
現
職
教
授
が
、
複
数
の
侯
補
者
よ
り
現
金
を
収
受
し
、

ま
た
医
療
機
器
の
購
入
に
あ
た
っ
て
も
、
業
者
よ
り
現
金
を
収

受
す
る
と
い
う
不
祥
事
を
起
こ
し
、
こ
れ
に
係
わ
っ
た
教
官
二

名
が
贈
収
賄
容
疑
で
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
、
加
え
て
従
来
か
ら
の

教
授
選
等
に
み
ら
れ
た
こ
の
種
の
学
内
体
質
に
つ
い
て
指
摘
さ

れ
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
今
回
の
事
件
が
国
立
大
学
医
学
部
に
対
す
る
国
民

の
信
頼
を
損
ね
、
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た
こ
と
を
深
く
反
省
し
、

指
摘
さ
れ
た
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
学
当
局
の
自
主
的
、
か
つ
、

積
極
的
な
改
善
措
置
を
求
め
、
今
後
再
び
こ
の
種
事
態
が
発
生

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(7)

国
立
予
防
衛
生
研
究
所
の
職
員
が
、
抗
生
物
質
の
検
定
成
績

通
知
書
に
虚
偽
の
記
載
を
行
っ
た
ほ
か
、
製
薬
会
社
か
ら
提
出

さ
れ
た
新
薬
製
造
承
認
申
請
資
料
の
窃
取
事
件
に
も
加
担
し
逮

捕
さ
れ
、
一
方
、
国
立
衛
生
試
験
所
で
は
、
中
央
薬
事
審
議
会

の
委
員
を
兼
ね
る
部
長
が
、
企
業
か
ら
提
出
さ
れ
た
審
議
資
料

を
他
企
業
に
提
供
し
、
収
賄
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
る
事
件
が
発
生

し
た
こ
と
は
、
国
民
の
医
薬
品
行
政
に
対
す
る
信
頼
を
裏
切
っ

た
こ
と
で
あ
り
、
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
医
薬
品
行
政
が
国
民
の
健
康
に
重
大
な
影
響
を
及

ぼ
す
こ
と
に
か
ん
が
み
、
医
薬
品
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
一
層

努
力
す
る
と
と
も
に
、
職
員
へ
の
綱
紀
粛
正
の
徹
底
、
関
係
資

料
等
の
文
書
管
理
に
つ
い
て
も
、
一
層
厳
正
を
期
し
、
こ
の
よ

う
な
事
件
の
再
発
防
止
に
努
め
、
国
民
の
信
頼
の
回
復
を
図
る

べ
き
で
あ
る
。

(8)

本
年
一
月
に
発
生
し
た
三
井
石
炭
鉱
業
三
池
鉱
業
所
有
明
鉱

の
坑
内
火
災
事
故
は
、
生
産
第
一
主
義
と
保
安
対
策
の
不
備
に

よ
っ
て
発
生
し
た
人
災
と
も
い
え
る
重
大
事
故
で
あ
り
、
そ
の

後
に
お
い
て
も
、
な
お
、
同
鉱
業
所
に
お
い
て
、
事
故
が
繰
返

し
発
生
し
て
い
る
こ
と
は
、
労
働
者
の
健
康
、
生
命
尊
重
と
い

う
基
本
的
な
視
点
が
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
い
結
果
で
あ
り
、



極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
今
回
の
事
故
の
重
大
性
に
か
ん
が
み
、
事
故
の
原

因
及
び
保
安
対
策
上
の
基
本
的
な
問
題
の
所
在
を
徹
底
的
に
究

明
し
、
そ
の
結
果
を
国
民
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

今
後
の
鉱
山
保
安
行
政
を
推
進
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
労
働
者

の
安
全
、
衛
生
、
保
護
の
各
施
策
を
重
点
的
、
か
つ
、
有
機
的

に
結
合
さ
せ
、
さ
ら
に
一
層
充
実
し
た
対
策
を
講
ず
べ
き
で
あ

る
。

(9)

本
院
は
、
郵
政
省
職
員
に
よ
る
不
正
行
為
に
対
し
、
こ
れ
ま

で
し
ば
し
ば
決
議
を
行
い
、
そ
の
未
然
防
止
を
強
く
求
め
て
き

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
種
犯
罪
は
依
然
と
し
て
後
を
絶
た

ず
、
と
り
わ
け
、
先
般
赤
池
郵
便
局
に
お
い
て
、
当
該
特
定
郵

便
局
長
が
、
十
二
年
の
長
期
に
わ
た
り
、
巧
妙
に
関
係
書
類
を

作
為
し
、
三
億
六
千
万
余
円
を
領
得
し
た
未
曽
有
の
不
正
行
為

が
発
生
し
、
改
善
の
実
が
あ
が
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
極
め
て

遺
憾
で
あ
る
。

　
政
府
は
、
郵
政
省
職
員
の
不
正
行
為
が
続
発
し
、
そ
の
領
得

金
額
も
年
々
多
額
に
の
ぼ
っ
て
い
る
こ
と
を
深
く
反
省
し
、
こ

の
種
犯
罪
の
絶
滅
を
期
す
た
め
、
業
務
考
査
及
び
会
計
監
査
等

の
監
察
を
強
化
す
る
な
ど
、
万
全
の
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

(10)

近
年
、
い
わ
ゆ
る
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
が
急
増

し
、
こ
れ
に
伴
い
周
辺
住
民
と
の
間
で
、
居
住
環
境
を
め
ぐ
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
発
生
し
て
い
る
。

　
政
付
は
、
こ
う
し
た
ワ
ン
ル
ー
ム
マ
ン
シ
ョ
ン
の
建
設
に
伴

う
諸
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
今
後
と
も
そ
の
実
態
把
握
に
努

め
る
と
と
も
に
、
地
方
自
治
体
や
供
給
業
者
に
対
し
、
適
切
な

指
導
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

(11)

特
定
の
地
方
団
体
に
お
い
て
、
長
年
に
わ
た
り
国
の
補
助
事

　
業
及
び
貸
付
に
お
い
て
、
関
係
書
類
を
作
為
し
、
事
業
費
の
過

　
大
精
算
、
事
業
の
一
部
不
実
施
、
補
助
あ
る
い
は
貸
付
対
象
外

　
を
対
象
と
す
る
な
ど
の
不
正
手
段
を
用
い
、
不
当
に
補
助
金
、

　
貸
付
金
を
受
け
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
う
ち
一
部
は
、
請
負
業
者

　
か
ら
架
空
会
社
を
経
由
し
て
割
戻
し
を
受
け
経
理
を
行
う
な
ど
、

　
著
し
く
乱
脈
な
町
財
政
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
極
め
て
遺

　
憾
で
あ
る
。

　
　
政
府
は
、
こ
の
種
事
態
の
再
発
防
止
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、

　
地
方
議
会
及
び
監
査
委
員
等
の
自
律
機
能
が
よ
り
一
層
発
揮
で

　
き
る
よ
う
、
ま
た
都
道
府
県
に
よ
る
財
政
運
営
指
導
が
さ
ら
に

　
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う
指
導
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

以
上
で
あ
り
ま
す
。



　
次
に
、
国
有
財
産
関
係
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、

い
ず
れ
も
多
数
を
も
っ
て
異
議
が
な
い
と
議
決
さ
れ
た
次
第
で
あ
り

ま
す
。

　
以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
国
庫
債
務
負
担
行
為
総
調
書
（
そ
の
２
）

九
十
八
回
国
会
　
五
七
、
一
二
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

九
十
九
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

百
　
　
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

百
　
一
回
国
会
　
五
九
、
　
六
、
二
七
　
議
決

委
員
長
報
告

　
　
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
予
備
費
使
用
総
調
書
及
び
各
省
各
庁

　
所
管
使
用
調
書
（
そ
の
２
）
外
二
件
の
委
員
長
報
告
参
照

昭
和
五
十
六
年
度
国
有
財
産
増
減
及
び
現
在
額
総
計
算
書

昭
和
五
十
六
年
度
国
有
財
産
無
償
貸
付
状
況
総
計
算
書

九
十
八
回
国
会
　
五
八
、
　
一
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

九
十
九
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
継
続
審
査

百
　
　
回
国
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
未
了

百
　
一
回
国
会
　
五
九
、
　
七
、
一
一
　
議
決

委
員
長
報
告

　
　
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
六
年
度

　
特
別
会
計
歳
入
歳
出
決
算
、
昭
和
五
十
六
年
度
国
税
収
納
金
整
理
資

　
金
受
払
計
算
書
、
昭
和
五
十
六
年
度
政
府
関
係
機
関
決
算
書
の
委
員

　
長
報
告
参
照
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